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Ⅰ 新工場の建設に必要な法的手続 

 

１ 工場立地法に基づく届出 

（１）目的 

特定工場の新増設に係る事項を事前に届け出ることを義務づけ，工場立地に関する準則等に基づ

き，工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにする。 

 

（２）特定工場 

① 業種 

製造業，電気供給業，ガス供給業及び熱供給業（水力発電所，地熱発電所及び太陽光発電所） 

 

② 規模 

敷地面積 9,000 ㎡以上 又は 建築面積 3,000 ㎡以上 

 

（３）届出 

   生産施設面積や緑地の整備状況について，工場が立地している市町村に届出。  

① 新設の届出 

特定工場を新設する場合（敷地面積若しくは建築面積を増加し，又は既存の施設の用途を変更

することにより特定工場となる場合を含む。） 

 

② 変更に係る届出 

特定工場が，敷地面積の変更，生産施設面積の増加・撤去，緑地の撤去・配置替えを行う場合 

 

③ 氏名等の変更の届出 

氏名又は名称及び住所に変更があった場合（社長・工場長の交代については届出不要） 

 

④ 承継の届出 

特定工場届出者の地位を承継（譲受，借受，相続，合併）した場合 

 

⑤ 廃止の届出 

 

（４）工場立地法の規制 

① 生産施設面積 

    業種により，敷地の 30 %～65 %以内に定められる。 
 

業  種  名  称 生産施設面積率 

第 1 種 

・化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業 

・石油精製業 

・コークス製造業 

・ボイラ・原動機製造業 

30%  

第２種 ・伸鉄業 40%  

第３種 

・窯業・土石製品製造業（板ガラス製造業，陶磁器・同関連製品製造

業，ほうろう鉄器製造業，七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除

く。） 

45%  

第 4 種 
・鋼管製造業 

・電気供給業 
50%  

第５種 
・でんぷん製造業 

・冷間ロール成型形鋼製造業 
55%  

第６種 
・石油製品・石炭製品製造業（石油精製業及びコークス製造業を除く。） 

・高炉による製鉄業 
60%  

第７種 

・その他の製造業 

・ガス供給業 

・熱供給業 

65%  
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② 緑地等面積 

   国の準則は緑地 20 ％以上，環境施設（含む緑地）25 ％以上であるが，岡山県内では，国の準則

に代えて，県及び市町村準則に定める基準を適用する。 

 

岡山県内の工場立地法地域準則条例の概要                        令和７年 4 月現在 

市 町 村  対象区域  
敷地面積に対する割合  

重複緑地  施行日  
緑地  環境施設  

岡 山 県  

※下記の

市を除く  

工業地域・工業専用地域  10 ％以上  15 ％以上  
緑地面積率の  

25 ％まで算入可  
H23.1.1  

岡 山 市  工業地域・工業専用地域  10 ％以上  15 ％以上  
緑地面積率の  

25 ％まで算入可  
H23.7.6  

津 山 市  

工  

業  

地  

域  

綾部工業団地  

草加部工業団地  

国分寺工業団地  

高野工業団地  

津山中核工業団地  

5 ％以上  10 ％以上  
緑地面積率の  

50 ％まで算入可  

H24.7.1  

上記以外  10 ％以上  15 ％以上  
緑地面積率の  

25 ％まで算入可  

工業専用地域  5 ％以上  10 ％以上  緑地面積率の  

50 ％まで算入可  日本原工業団地  5 ％以上  10 ％以上  

玉 野 市  
工業地域・工業専用地域  5 ％以上  10 ％以上  緑地面積率の  

50 ％まで算入可  
H24.4.1  

準工業地域  10 ％以上  15 ％以上  

笠 岡  市  

工 業 地 域 ・ 工 業 専 用 地 域 ・ 

用途地域の指定のない地域 
５％以上  10 ％以上  緑地面積率の

50 ％まで算入可  
H2 9 .4.1  

準工業地域  10 ％以上  15 ％以上  

井 原  市  

工業地域・工業専用地域・ 

用途地域の指定のない地域 
５％以上  10 ％以上  緑地面積率の  

50 ％まで算入可  
H30 .4.1  

準工業地域  10 ％以上  15 ％以上  

総  社 市  

工業地域・工業専用地域・ 

用途地域の指定のない地域 
５％以上  10 ％以上  緑地面積率の  

50 ％まで算入可  
R5.4.1  

準工業地域  10 ％以上  15 ％以上  

高 梁 市  

工業地域・用途地域の定めの

ない地域・都市計画区域以外

の区域 

５％以上  10 ％以上  緑地面積率の  

50 ％まで算入可  
R4.10.1  

準工業地域  10 ％以上  15 ％以上  

瀬 戸 内 市  

豆田・福山農工団地  

服部農工団地  

宮下工業団地  

第 2 宮下産業団地  

5 ％以上  10 ％以上  
緑地面積率の  

50 ％まで算入可  
H24 .12.21  
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赤 磐 市  

工業地域・工業専用地域・ 

用途地域の指定のない地域 
５％以上  10 ％以上  緑地面積率の  

50 ％まで算入可  
H30 .10.1  

準工業地域  10 ％以上  15 ％以上  

浅 口 市  
準工業地域  10 ％以上  15 ％以上  緑地面積率の  

50 ％まで算入可  
H24 .12.26  

用途地域の指定のない地域 5 ％以上  10 ％以上  

里 庄 町  全域  5 ％以上  10 ％以上  
緑地面積率の  

50 ％まで算入可  
H30.12.11  

 

 

③ 工業団地等の特例  

工業団地に工場等を設置する場合であって，共通施設として配置した緑地等がある場合には，工

業団地特例を適用している。 

 

特例適用団地一覧          

番 号 団  地  名 適 用 年 月 日 摘  要 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

２２ 

 勝央中核工業団地 

 新勝央中核工業団地 

 御津工業団地（第１期） 

 御津工業団地（第２期） 

高月工業団地 

 落合工業団地 

 賀陽工業団地 

 木之子工業団地 

 テクノパーク総社工業団地 

協同組合ウイングバレイ西団地 

旧水島機械金属（第２）工業団地 

 グリーンテクノ工業団地 

 瀬戸工業団地 

 吉備高原都市産業区 

 久米産業団地 

 岡山市新産業ゾーン企業団地 

 作東産業団地 

 真庭産業団地（北・南区域） 

 玉島ハーバーアイランド 

 船穂産業団地（１期） 

 津山産業・流通センター 

 新見工業団地 

空港南産業団地 

 昭和５０年代 

 平成 ８年 ５月２０日 

 昭和６１年１０月２７日 

 平成 ５年１２月１６日 

 平成 元年 ３月 ６日 

 平成 ３年 ７月 ２日 

 平成 ３年 ７月 ２日 

 平成 ３年 ８月２１日 

 平成 ３年１１月 １日 

 平成 ７年 ３月３０日 

 平成１０年  ６月１９日 

 平成 ８年 １月２３日 

 平成 ８年 ３月１８日 

 平成１１年 ９月３０日 

 平成１２年  ７月 ４日 

 平成１３年  ３月  ５日 

 平成１３年  ９月１２日 

 平成１６年 ８月２４日 

 平成１６年 ９月 ３日 

 平成１９年１１月３０日 

 平成２０年 ４月１１日 

 平成２６年 ３月１８日 

 令和 元年 ７月 ５日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団地名変更 H9  

最終変更 

変更 H13.10.18  

 

 

 

変更 H15.2.24  

 

 

変更 H2 7 .4 .13  

 

 

変更 R7.5.1  

 

集合地特例適用 

  水島緩衝緑地（Ｂ～Ｈ地区）  平成１２年  １月１３日    
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（５） 届出時期 

届出受理後 90 日は工事に着手できない。ただし，準則等に合致し問題がない場合には，申請

により期間を短縮することができる。 

 

「工事着手」の時期 

① 新設の場合 

埋立・造成工事を伴うものは，その着手の時点。 

埋立・造成工事を伴わないものは，各設置工事の最初の着手の時点（仮設工事等は含まない） 

② 変更の場合 

工事を伴う場合は，新設の場合に準じる。 

工事を伴わない場合は，製品のみの変更では変更時点。 

敷地面積のみの変更では土地の移転登記の時点。 

            

（６）提出先及び相談窓口 

   市町村の企業誘致担当部署  
 
 

⅛⌂ │⁸ ⅝╛∆™ ⌐ ⅜╡ 

╕∆⁹ 
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２ 建築基準法に基づく建築確認申請 

建築基準法：https://www.pref.okayama.jp/page/detail - 113606.html  

 

（１）建築基準法 

一定の建築物（工作物，建築設備）を建築する場合等は，建築物の敷地，構造，設備に関する内

容について，建築基準法の適合性の審査を受ける必要がある。 

 

（２）法に基づく制限 

① 用途地域     

都市機能及び都市環境の維持増進を図るため，建築物の用途・形態・容積率等について守るべ

き最低限度のルールを定めるもの。 
  

https://www.pref.okayama.jp/page/detail-113606.html
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② 用途地域による建築物の用途制限  

各用途地域における住居の環境の保護や，商業・工業などの業務の増進を図るために，建築する

ことができる建築物の用途については，次のとおりの制限が行われる。      
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③ 容積率・建ぺい率    

良好な市街地環境の保全・形成や，道路・下水道等の整備とバランスを図るために，地域の特性

に応じて，容積率（建築物の延べ床面積の敷地面積に対する割合）及び建ぺい率（建築物の建築面

積の敷地面積に対する割合）の最高限度が定められている。 
 

建築物の形態規制の内容 

※１ 特定行政庁が都市計画審議会の議を経て定めるもの。 

 

④ 市街化区域と市街化調整区域    

都市計画法では，都市地域のうちすでに市街地を形成している区域とおおむね10 年以内に優先

的かつ計画的に市街化を図るべき区域を「市街化区域」，市街化を抑制すべき区域を「市街化調整

区域」として定めている。   

市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域という性格から，開発許可を受けた開発区域以外の区

域で行われる建築物の新築，改築若しくは用途の変更は制限されている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3 ）建築確認申請書の提出先 

市町村の建築基準法担当課 

ただし，建築確認・検査申請を民間の指定確認検査機関に提出する場合は，各機関の定めによる。 
 

【県内の指定確認検査機関】 

岡山県建築住宅センタ－㈱，日本ＥＲＩ㈱岡山支店，ハウスプラス中国住宅保証㈱岡山支店，

㈱西日本住宅評価センター岡山支店 
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３ 土地取引及び施設・設備等の設置に関する届出等 

法律等の名称 内容 届出等 

工場立地法 

工場立地（建ぺい率，緑地・環

境施設の面積率）に係る環境保

全 

特定工場新設届 

特定工場変更届 

国土利用計画法 土地取引 土地売買等届 

都市計画法 開発許可 開発許可申請 

宅地造成及び特定盛土等規制法 
宅地造成、特定盛土等又は土

石の堆積に伴う災害防止 

宅地造成、特定盛土等又は土石の堆

積に関する工事の許可申請又は届出 

建築基準法 建築確認 確認申請 

建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律 
建築物の省エネ性能の規制 省エネ基準適合性判定 

建設リサイクル法 
特定建設資材の建設リサイクル

の義務化 
届 

大気汚染防止法 

ばい煙，揮発性有機化合物，粉じ

ん，石綿，水銀等，有害大気汚染

物質の排出等の規制 

ばい煙発生施設等の設置届 

岡山県環境への負荷の低減に

関する条例 

ばい煙，粉じん，有害ガス，ベン

ゼンの排出等の規制 

水の排出の規制 

ばい煙発生施設等の設置届 

瀬戸内海環境保全特別措置法 

瀬戸内海の環境保全 

（特定施設の設置の規制） 

※最大排出水量 50 / 日以上 

特定施設設置許可申請 

水質汚濁防止法 
水の排出，地下に浸透する水の

浸透の規制 

特定施設設置届 

有害物質貯蔵指定施設設置届 

土壌汚染対策法 土壌汚染対策 土地の形質変更の届 

騒音規制法 騒音の規制 特定施設設置届 

振動規制法 振動の規制 特定施設設置届 

廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律 
廃棄物の適正な処理 

産業廃棄物処理施設設置許可申請 

一般廃棄物処理施設設置許可申請 

ダイオキシン類対策特別措置

法 
ダイオキシン類の排出等の規制 特定施設設置届 

企業立地に伴う環境保全事前

審査制度 
環境保全 

工場建設・環境保全計画 

公害防止協定 

特定工場における公害防止組

織の整備に関する法律 
公害防止 

公害防止統括者選任届 

公害防止管理者選任届 

公害防止主任管理者選任届 

http://www.pref.okayama.jp/soshiki/detail.html?lif_id=44611
http://www.pref.okayama.jp/soshiki/detail.html?lif_id=44611
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       ※この他にも許可等を必要とする場合があります。  

法律等の名称 内容 届出等 

景観法 景観の形成 
大規模行為届 

景観モデル地区行為届 

高圧ガス保安法 高圧ガスの製造・貯蔵等の規制 

高圧ガス製造（許可・事業届） 

貯蔵所設置（許可・届） 

特定高圧ガス消費届 

浄化槽法 浄化槽の設置 浄化槽設置届 

法人税法等 法人税等に関すること 

納税地異動届 

給与支払事務所等の移転届 

給与支払事務所等の開設届 

地方税法 

県税に関すること 

法人の設立届 

法人の従たる事務所等の設置届 

不動産取得税土地家屋申告 

市町村税に関すること 法人設立・事業所開設届 

水道法 

水道の使用開始 
専用水道設置確認申請 

簡易専用水道設置届 

危険物施設の規制 

危険物製造所設置許可 

貯蔵所設置許可 

取扱所設置許可 

労働安全衛生法 労働者の安全衛生 
衛生管理者，安全管理者，産業医選任報告 

ボイラー設置届 

労働基準法 労働者の就業 
就業規則届 

時間外労働・休日労働に関する協定届 

労働保険の保険料の徴収等に

関する法律 
労災・雇用保険 

労働保険関係成立届 

雇用保険適用事業所設置届 

健康保険法 

厚生年金保険法 
健康保険，厚生年金 

新規適用届 

被保険者資格取得届 

健康保険被扶養者（異動）届 

会社法 

不動産登記法 
登記 

本店移転登記申請 

建物表題登記申請 

土地所有権移転登記申請 
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Ⅱ 企業立地に係る環境保全対策 

 

1  工場等の立地に係る環境アセスメント 

環境影響評価（環境アセスメント）：https://www.pref.okayama.jp/page/detail - 4636.html  

 

（１）環境影響評価制度（環境アセスメント制度）    

事業者が事業内容等，その詳細を決めるに当たって，あらかじめ，その事業が環境にどのような

影響を及ぼすのか事業者自らが調査，予測評価を行い，周辺住民や市町村長などからの環境保全上

の見地からの意見を踏まえて環境に配慮した事業計画とする一連の手続きをいう。 

 
（２）対象事業    

事業規模が大きく，環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業を対象事業としている。 

（*）特別地域：国立公園，国定公園，県立自然公園，原生自然環境保全地域，自然環境保全地域，

環境緑地保護地域，郷土自然保護地域，郷土記念物，生息地等保護区，鳥獣保護区の区域（以

上の区域についてはその周囲200 ｍを含む。），市街化調整区域（地区計画区域を除く。）及び知

事が指定する区域をいう。 

 

（３）環境影響評価等の対象とする環境要素 

   環境要素は，事業特性及び地域特性を勘案して選定する。    

 

環境の自然的構成要素の良好な状態

の保持 

大気環境 

大気質 

騒音 

振動 

悪臭 

低周波音・その他 

水環境 

水質 

水底の底質 

地下水の水質及び水位 

その他 

土壌環境・その他

の環境 

地形及び地質 

地盤 

土壌 

日照阻害 

電波障害 

光害 

反射光 

生物の多様性の確保及び自然環境の

体系的保全 

動物 

植物 

生態系 

地域の景観の保全及び人と自然との

豊かな触れ合いの確保 

景観 

人と自然との触れ合いの活動の場 

文化財・天然記念物・その他 

環境への負荷の低減 
廃棄物等 

温室効果ガス等 

 

 

 

事業区分 対象規模 

製造業等に係る工場又は事

業場の新設又は増設 

特別地域を含む区域（*） 改変面積 10ha 以上 

特別地域を含まない区域（*） 改変面積 50ha 以上 

最大排ガス量 10 万 Nm 3 / 時以上 

平均排水量 1 万 m３/ 日以上 

https://www.pref.okayama.jp/page/detail-4636.html
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（4 ）環境影響評価の手続きの流れ    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（5 ）相談窓口 

岡山県環境文化部環境企画課 
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２ 土壌関係の規制  

土壌汚染対策：https://www.pref.okayama.jp/page/614102.html  

 

（１）土壌汚染対策法    

土地の土壌汚染を見つけるための調査や，汚染が見つかったときにその汚染によって健康に悪い

影響が生じないよう，土壌汚染のある土地の適切な管理の仕方について定めている。 

 

（２）特定有害物質 

   土壌や地下水に含まれることが原因で人の健康に被害を生ずるおそれがある次の 2 ６物質が定め

られている。      
 

第一種特定有害物質 

（揮発性有機化合物） 

クロロエチレン 

四塩化炭素 

1,2 -  ジクロロエタン 

1,1 -  ジクロロエチレン 

1,2 -  ジクロロエチレン 

1,3 -  ジクロロプロペン 

ジクロロメタン 

テトラクロロエチレン 

1,1,1 -  トリクロロエタン 

1,1,2 -  トリクロロエタン 

トリクロロエチレン 

ベンゼン 

第二種特定有害物質 

（重金属等） 

カドミウム及びその化合物 

六価クロム化合物 

シアン化合物 

水銀及びその化合物 

セレン及びその化合物 

鉛及びその化合物 

砒素及びその化合物 

ふっ素及びその化合物 

ほう素及びその化合物 

第三種特定有害物質 

（農薬等／農薬+ ＰＣＢ） 

シマジン 

チオベンカルブ 

チウラム 

ポリ塩化ビフェニル(PCB)  

有機りん化合物 
 

 

（３）届出時期     

 

（４）提出先及び相談窓口 

岡山市の区域：岡山市環境局環境部環境保全課  

倉敷市の区域：倉敷市環境局環境政策部環境政策課 

その他の区域：備前県民局地域政策部環境課 

備中県民局地域政策部環境課          

美作県民局地域政策部環境課 

根拠法令 届出が必要な場合 届出時期 

土壌汚染対策法 
一定規模以上の土地の形質の変更（工事）

を行うとき 
工事着手の３0 日前まで 
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３ 大気関係の規制 

大気規制：https://www.pref.okayama.jp/page/detail - 82311.html  
 
（１）大気汚染防止法   

   工場及び事業場における事業活動に伴うばい煙，揮発性有機化合物，粉じん，水銀及び建築物等

の解体に伴う石綿等の排出等を規制する。 
 

法に定める規制対象物質と規制方式   

 

 

 

 

対象物質 対象施設 規制方式等 義務・命令等 

ば 

い 

煙 

硫 黄 酸 化 物 

ばい煙発生施設 

（ボイラー等） 

【排出基準(直罰)】 

施設ごとのＫ値規制 

【総量規制基準(直罰)】 

倉敷市及び備前市内（一部地域）の

大規模工場等に対する排出総量規制 

【燃料使用基準】 

倉敷市及び備前市内（一部地域）の

小規模工場等に対する燃料中の硫黄

分に関する規制 

届出義務 

測定義務 

排出制限 

改善命令等 

【事故時の措置】 

応急措置復旧義務 

通報義務 

措置命令等 
ば い じ ん 

【排出基準(直罰)】 

施設ごとの排出口における濃度規制 

有 害 物 質 

（窒素酸化物，ｶﾄﾞ

ﾐｳﾑ等５物質） 

【排出基準(直罰)】 

物質ごとに施設ごとの排出口における濃度規制 

揮 発 性 有 機 化 合 物 
揮発性有機化合物排出施設

（塗装施設等） 

【排出基準】 

施設ごとの排出口における濃度規制 

届出義務 

測定義務 

排出基準遵守義務 

改善命令等 

粉 

じ 

ん 

一 般 粉 じ ん 

(ｾﾒﾝﾄ，鉱物等) 

一般粉じん発生施設 

（コークス炉等） 

【構造・使用・管理基準】 

施設ごとの構造・使用・管理基準 

届出義務 

構造・使用・管理

基準遵守義務 

基準適合命令等 

特 定 粉 じ ん 

（石綿） 

特定粉じん排出等作業 

（石綿を使用している

建築物の解体等） 

【作業基準】 

作業の種類ごとの作業基準 

事前調査の報告義務 

届出義務 

作業基準遵守義務 

作業基準適合命令等  

水 銀 等 

（水銀及びその化合物） 

水銀排出施設 

（石炭燃焼ボイラー等）  

【排出基準】 

施設ごとの排出口における濃度規制 

届出義務 

測定義務 

排出基準遵守義務 

改善命令等 

要排出抑制施設 

（焼結炉等） 

【自主管理基準】 

排出口における濃度自主規制 

自主管理基準の設定 

測定義務 

取組実施状況公表等  

有 害 大 気 汚 染 物 質 

（ﾍﾞﾝｾﾞﾝ等３物質） 

指定物質排出施設 

（ベンゼン乾燥施設等） 

【指定物質抑制基準】 

物質ごとに施設ごとの排出口における濃度自主規制 

排出状況の把握 

排出抑制勧告等 

特 定 物 質 

（ｱﾝﾓﾆｱ等28 物質） 
特定施設  

【事故時の措置】 

応急措置復旧義務 

通報義務 

措置命令等 

https://www.pref.okayama.jp/page/detail-82311.html
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（２）岡山県環境への負荷の低減に関する条例     

法に基づく規制のほか，ばい煙，粉じん，有害ガス及びベンゼンの排出等を規制する。 

 

条例に定める規制対象物質と規制方式 

対象物質 対象施設 規制方式等 義務・命令等 

ば 
 

い 
 

煙 

 

硫 黄 酸 化 物 

ばい煙発生施設 

（ベンガラの製造の用に

供する焙焼炉） 

【排出基準（直罰）】 

施設ごとのＫ値規制 

届出義務 

測定義務 

排出制限 

改善命令等 

【事故時の措置】 

応急措置復旧義務 

通報義務 

措置命令等 

ば い じ ん 

ばい煙発生施設 

（ベンガラの製造の用に

供する焙焼炉） 

【排出基準（直罰）】 

施設ごとの排出口における

濃度規制 

 ば い 煙 有 害 物 質 

（ 窒 素 酸 化 物 ） 

ばい煙発生施設 

（ピクリン酸製造用の反

応施設，金属の表面処理

施設） 

ば い 煙 有 害 物 質 

（カドミウム，塩

素，塩化水素，ふっ

素 ， 鉛 等 ） 

ばい煙発生施設 

（ガラス溶融炉，カドミ

ウム乾燥施設等） 

【排出基準（直罰）】 

物質ごとに施設ごとの排出

口における濃度規制 

粉 じ ん 

粉じん発生施設 

（セメントサイロ，バッ

チャープラント） 

【構造・使用・管理基準】 

施設ごとの構造等の基準に

よる規制 

届出義務 

構造等基準遵守義務 

基準適合命令等 

有 害 ガ ス 

（アクリロニトリル， 

アセトニトリル等） 

有害ガス発生施設 

（化学工業品製造用の反

応施設，合成施設等） 

【排出基準（直罰）】 

物質ごとの排出口における

濃度規制 

届出義務 

測定義務 

排出制限 

改善命令等 

【事故時の措置】 

応急措置復旧義務 

通報義務 

措置命令等 

ベ ン ゼ ン 

ベンゼン等排出施設 

（ベンゼンの製造施設，

貯蔵施設等） 

【削減計画】 

届出義務 

測定・報告義務 

計画作成・対策実施・

報告義務 

指導・助言・氏名公表 
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（３）ダイオキシン類対策特別措置法 

工場及び事業場における事業活動に伴うダイオキシン類の排出等を規制する。 

 

法に定める規制対象物質と規制方式 

対象物質 対象施設 規制方式等 義務・命令等 

ダ イ オ キ シ ン 類 
特定施設 

（廃棄物焼却炉等） 

【排出基準（直罰）】 

施設ごとの排出規制 

届出義務 

測定・報告義務 

排出制限 

改善命令等 

【事故時の措置】 

応急措置復旧義務 

通報義務 

措置命令等 

 

 

（４）届出時期 

 

 

（５）提出先 

岡山市の区域：岡山市環境局環境部環境保全課  

倉敷市の区域：倉敷市環境局環境政策部環境政策課 

その他の区域：備前県民局地域政策部環境課 

備中県民局地域政策部環境課 

美作県民局地域政策部環境課 

 
 

 

 

  

根拠法令 施設 届出の種類 届出の時期 

大気汚染防止法 

ばい煙発生施設 

揮発性有機化合物排出施設 

一般粉じん発生施設 

水銀排出施設 

設置届出 

･設置工事に着手する60 日前まで 

･一般粉じん発生施設は，設置工事

に着手する前まで 

岡山県環境への負

荷の低減に関する

条例 

ばい煙発生施設 

粉じん発生施設 

有害ガス発生施設 

ベンゼン等排出施設 

設置届出 

･設置工事に着手する60 日前まで 

･ベンゼン等排出施設は，設置工事

に着手する前まで 

ダイオキシン類対

策特別措置法 

特定施設 

（廃棄物焼却炉等） 
設置届出 ･設置工事に着手する60 日前まで 
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４ 水質関係の規制 

水質関係法令の手引き：https://www.pref.okayama.jp/page/610086.html  

水質関係法令の申請・届出様式：https://www.pref.okayama.jp/page/detail - 32336.html  

                                

（１）水質汚濁防止法   

工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制する。 

 

① 排水基準  

排水基準を定める省令（一律排水基準）及び規定に基づく排水基準を定める条例（上乗せ排水基

準）によって定めている。 

 

② 総量規制 

指定地域内の特定事業場で，日平均排出水量 50 ｍ３以上のもの（以下「指定地域内事業場」とい

う。）から排出される特定排出水の汚濁負荷量について，総量規制基準を定めている。 

 

 

（２）瀬戸内海環境保全特別措置法（以下「瀬戸内法」という。）    

特定施設の設置の規制，富栄養化による被害の発生の防止，自然海浜の保全等に関し特別の措

置を講ずることにより，瀬戸内海の環境の保全を図る。 

 

① 適用区域 

県内すべてが対象。 

 

② 特定施設の設置等に係る許可申請・事前評価 

水質汚濁防止法の特定施設又はダイオキシン類対策特別措置法の水質基準対象施設を設置し，日

最大排出水量50 ｍ３以上の特定事業場については，一部の特定施設（指定地域特定施設及び地方

公共団体が設置するし尿処理施設等）を除き，瀬戸内法に基づく手続（許可又は届出）が必要とな

る。特に，特定施設の設置や構造等の変更（環境省令で定める場合を除く）をしようとする場合

は，環境に及ぼす影響について事前評価を行い，その結果を記載した書面（環境影響事前評価書）

を許可申請書に添付する。 

 

③ 水質汚濁防止法等の適用関係 

瀬戸内法の適用を受ける工場又は事業場については，水質汚濁防止法，ダイオキシン類対策特別

措置法等の届出関係等の条項と瀬戸内法の許可・届出関係等の条項が実質的に重複する場合があり，

この場合は，水質汚濁防止法，ダイオキシン類対策特別措置法等の届出関係等の条項を適用しない。 

 

 

（３）岡山県環境への負荷の低減に関する条例    

他の法令又は条例に定めがあるもののほか，公害の防止のための規制の措置その他の事業活動及

び日常生活における環境への負荷の低減に関し必要な事項を定める。 

 

① 排水基準 

「岡山県環境への負荷の低減に関する条例に基づく排出基準，構造等の基準及び排水基準」によ

って定めている。 

 

 

（４）ダイオキシン類対策特別措置法    

工場及び事業場に設置されている特定施設から公共用水域に排出される水の排出を規制する。ま

た、特定施設の設置者は、特定施設から排出される水に含まれるダイオキシン類について、年１回

以上自主測定し、その結果を報告することが義務付けられている。 

 

① 排出基準 

「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則」によって定められている。 

https://www.pref.okayama.jp/page/610086.html
https://www.pref.okayama.jp/page/detail-32336.html
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（５）申請・届出時期 

 

 

（６）提出先 

岡山市の区域：岡山市環境局環境部環境保全課  

倉敷市の区域：倉敷市環境局環境政策部環境政策課 

その他の区域：備前県民局地域政策部環境課（※） 

備中県民局地域政策部環境課（※）          

美作県民局地域政策部環境課（※） 

       ※瀬戸内海環境保全特別措置法は岡山県環境文化部環境管理課  

根拠法令 申請・届出が必要な場合 申請・届出の種類 申請・届出時期 

水質汚濁防止法 

・「特定施設」を設置しようとするとき 

・地下浸透に係る「有害物質使用特定施設」

を設置しようとするとき 

・「有害物質貯蔵指定施設」を設置しよう

とするとき 

特定施設（有害物質貯

蔵指定施設）設置届出 

工事着手予定日の

60 日前まで 

瀬戸内海環境 

保全特別措置法 

・「特定施設」を設置しようとするとき（日

最大排出水量が50 ｍ３以上の場合） 
特定施設設置許可 

あらかじめ（許可

後に工事着工が可

能） 

岡山県環境への

負荷の低減に関

する条例 

・「特定施設」を設置しようとするとき 特定施設設置届出 
工事着手予定日の

60 日前まで 

ダイオキシン類

対策特別措置法 
・「特定施設」を設置しようとするとき 特定施設設置届出 

設置工事に着手する

60 日前まで 
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５ 騒音・振動の規制 

騒音・振動規制：http s://www.pref.okayama.jp/page/detail - 67099.html  

      

（１）騒音規制法・振動規制法    

工場や事業場，建設作業及び道路交通から発生する騒音・振動について規制する。 

 

（２）指定地域 

① 騒音に係る指定地域（令和７年４月１日現在）      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

騒音規制法に係る指定地域（23 市町） 

※着色部のうち、工業専用地域を除く。 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.pref.okayama.jp/page/detail-67099.html
https://www.pref.okayama.jp/page/detail-67099.html
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② 振動に係る指定地域（令和７年４月 1 日現在）      

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           振動規制法に係る指定地域（23 市町） 

                         ※着色部のうち、工業専用地域を除く。 
 

 

    

（３）工場・事業場に係る規制     

指定地域内において，著しい騒音・振動を発生する施設として定められた「特定施設」が設置さ

れている工場・事業場は，「特定工場等」となる。 

特定工場等から発生する騒音・振動については，「規制基準」が定められており，特定工場等の敷

地境界上において規制基準を遵守しなければならない。 
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（４）特定施設      

① 騒音に係る特定施設     
 特定施設の種類 規 模 要 件  

1  
金属加工 

機  械 

イ 圧延機械 原動機の定格出力の合計が 22.5kW 以上のものに限る。 

ロ 製管機械 すべて 

ハ ベンディングマシン 
ロール式のものであって，原動機の定格出力が 3.75kW

以上のものに限る。 

ニ 液圧プレス 矯正プレスを除く。 

ホ 機械プレス 呼び加圧能力が 294kN 以上のものに限る。 

ヘ せん断機 原動機の定格出力が 3.75kW 以上のものに限る。 

ト 鍛造機 すべて 

チ ワイヤーフォーミングマシン すべて 

リ ブラスト タンブラスト以外のものであって，密閉式のものを除く。 

ヌ タンブラー すべて 

ル 切断機 といしを用いるものに限る。 

2  空気圧縮機及び送風機 

一定限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして

環境大臣が指定するものを除き※、原動機の定格出力が

7.5kW 以上のものに限る。 

3  
土石用又は鉱物用の破砕機，摩砕機， 

ふるい及び分級機 
原動機の定格出力が 7.5kW 以上のものに限る。 

4  織機 原動機を用いるものに限る。 

5  
建設用資材 

製造機械 

イ コンクリートプラント 
気ほうコンクリートプラントを除き，混練機の混練容量が

0.45m 3 以上のものに限る。 

ロ アスファルトプラント 混練機の混練重量が 200kg 以上のものに限る。 

6  穀物用製粉機 
ロール式のものであって，原動機の定格出力が 7.5kW 以

上のものに限る。 

7  
木材加工 

機  械 

イ ドラムバーカー すべて 

ロ チッパー 原動機の定格出力が 2.25kW 以上のものに限る。 

ハ 砕木機 すべて 

ニ 帯のこ盤 製材用のものにあっては原動機の定格出力が 15kW 以上

のもの，木工用のものにあっては原動機の定格出力が

2.25kW 以上のものに限る。 ホ 丸のこ盤 

ヘ かんな盤 原動機の定格出力が 2.25kW 以上のものに限る。 

8  抄紙機 すべて 

9  印刷機械 原動機を用いるものに限る。 

10  合成樹脂用射出成形機 すべて 

11  鋳型造型機 ジョルト式のものに限る。 

【備考】 

※令和７年４月１日現在、環境大臣が指定している機器はない。 

 

② 振動に係る特定施設 
 特定施設の種類 規 模 要 件 等 

1  
金属加工 

機  械 

イ 液圧プレス 矯正プレスを除く。 

ロ 機械プレス すべて 

ハ せん断機 原動機の定格出力が 1kW 以上のものに限る。 

ニ 鍛造機 すべて 

ホ ワイヤーフォーミングマシン 原動機の出力が 37.5kW 以上のものに限る。 

2  

圧縮機 一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとし

て環境大臣が指定するものを除き※、原動機の定格出力が

7.5kW 以上のものに限る。 

3  
土石用又は鉱物用の破砕機，磨砕機， 

ふるい及び分級機 
原動機の定格出力が 7.5kW 以上のものに限る。 

4  織機 原動機を用いるものに限る。 

5  

コンクリートブロックマシン 原動機の定格出力の合計が 2.95kW 以上のものに限る。 

コンクリート管製造機械及び 

コンクリート柱製造機械 
原動機の定格出力の合計が 10kW 以上のものに限る。 

6  
木材加工 

機  械 

イ ドラムバーカー すべて 

ロ チッパー 原動機の定格出力が 2.2kW 以上のものに限る。 

7  印刷機械 原動機の定格出力が 2.2kW 以上のものに限る。 
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8  
ゴム練用又は 

合成樹脂練用のロール機 

カレンダーロール機以外のもので，原動機の定格出力が

30kW 以上のものに限る。 

9  合成樹脂用射出成形機 すべて 

10  鋳型造型機 ジョルト式のものに限る。 

【備考】 

※印は、振動が相当程度低減されたものとして環境大臣が低振動型圧縮機として指定しているものを指す。 

 [参照（環境省ホームページ）]  

https://www.env.go.jp/page_00429.html  

 

（５）工場・事業場の規制基準 
 

騒 

音 

時間区分 第 1 種区域 第 2 種区域 第 3 種区域 第 4 種区域 

昼 間 7:00 ～20:00  50 デシベル 60 デシベル 65 デシベル 70 デシベル 

朝・夕 
5:00 ～7:00  

20:00 ～22:00  
45 デシベル 50 デシベル 60 デシベル 65 デシベル 

夜 間 
22:00 ～ 

翌日の 5:00  
40 デシベル 45 デシベル 50 デシベル 55 デシベル 

振 

動 

時間区分 第 1 種区域 第 2 種区域 

昼 間 7:00 ～20:00  60 デシベル 65 デシベル 

夜 間 
20:00 ～ 

翌日の 7:00  
55 デシベル 60 デシベル 

備考 

第２種区域，第３種区域又は第４種区域の区域内に所在する次に掲げる施設の敷地の周囲 50 メートルの区域におけ
る当該基準は，当該各欄に掲げる値から５デシベルを減じた値とする。（※は，笠岡市，井原市，総社市，高梁市，備前
市，赤磐市，真庭市，美作市，浅口市に係る区域を除く。） 

１ 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第１条に規定する学校 
２ 児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第７条第１項に規定する保育所 
３ 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第１条の５第１項に規定する病院及び同条第２項に規定する診療所のうち患者

を入院させるための施設を有するもの 
４ 図書館法(昭和 25 年法律第 118 号)第２条第１項に規定する図書館 
５ 老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第５条の３に規定する特別養護老人ホーム 
６※ 就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成 18 年法律第 77 号)第２条第７項

に規定する幼保連携型認定こども園 
 

 

（６）届出時期 

 

 

（７）提出先 

各市町の環境保全担当課 
  

根拠法令 届出が必要な場合 届出の種類 届出時期 

騒音規制法 

振動規制法 

指定地域内に特定施設を設置しようとす

るとき 
特定施設設置届出 

設置工事の開始の日の

30 日前まで 
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６ 悪臭の規制 

悪臭規制：https://www.pref.okayama.jp/page/detail - 67099.html  

 

（１）悪臭防止法    

工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について規制する。 

    

（２）悪臭に係る規制地域（令和７年４月 1 日現在） 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）規制対象 

業種や規模を問わず，規制地域内にある全ての工場その他の事業場 

【規制対象にならないもの】 

・自動車，船舶，飛行機などの移動発生源 

・下水道の排水管，排水渠 

・建設工事，浚渫，埋立等のために一時的に設置される作業場 

・その他，一般に事業場の通念に含まれないもの 

 

（４）規制方法 

悪臭規制は，次の２つの規制方法がある。 

特定悪臭物質濃度規制：濃度により，特定悪臭物質として定められた２２物質を規制する。 

    臭気指数規制    ：人間の嗅覚を用いて悪臭の程度を数値化した「臭気指数」により，全                

てのにおい物質を規制する。 

 

（５）相談窓口 

市町村の環境保全担当課  

※ 岡山市，赤磐市，美咲町及び和気町は，特定悪臭物質濃度規制及び臭気指数規制   

の両方の規制地域が混在する。 

https://www.pref.okayama.jp/page/detail-67099.html
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７ 産業廃棄物の処理に関する規制 

産業廃棄物ハンドブック：https://www.pref.okayama.jp/page/detail - 99451.html  

 

（１）廃棄物処理法      

廃棄物の適正な処理等について規定している。 

   「廃棄物」とは，ごみ，粗大ごみ，燃え殻，汚泥，ふん尿，廃油，廃酸，廃アルカリ，動物の死

体その他の汚物又は不要物であって，固形状又は液状のものと定められている。 

廃棄物は，排出状況により，一般廃棄物と産業廃棄物に大別され，有害性などにより更に細かく

規定されている。 

 

（２）廃棄物の分類     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⌂≥   

https://www.pref.okayama.jp/page/detail-99451.html
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（３）産業廃棄物の種類  

ᵑ 産業廃棄物                                  
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ᵒ 特別管理産業廃棄物 
 

種 類 具 体 例 

廃 油 揮発油類，灯油類，軽油類（燃焼しやすいもの：おおむね引火点 70 ℃以下） 

廃 酸 水素イオン濃度指数（pH ）が 2.0 以下の廃酸（著しい腐食性を有する廃酸） 

廃 ア ル カ リ 
水素イオン濃度指数（pH ）が 12.5 以上の廃アルカリ（著しい腐食性を有する

廃アルカリ） 

感 染 性 産 業 廃 棄 物 
医療機関等から排出される，使用済みの注射針などの感染性病原体を含むか又は

そのおそれのある産業廃棄物 

特

定

有

害

産

業

廃

棄

物 

廃 P C B 等 廃 PCB 及び PCB を含む廃油 

P C B 汚 染 物 

・PCB が塗布されたり，染み込んだ汚泥・紙くず・木くず・繊維くず 

・PCB が付着したり，封入された廃プラスチック類・金属くず・陶磁器くず・

がれき類 

P C B 処 理 物 
・廃 PCB 又は PCB 汚染物を処分するために処理したもので環境省令で定める

基準に適合したもの 

廃水銀等及び当

該廃水銀等を処

分するために処

理したもの    

廃水銀等（廃水銀及び廃水銀化合物であって，人の健康又は生活環境に係る被害

を生ずるおそれがある性状を有するものとして環境省令で定めるもの）及び当該

廃水銀等を処分するために処理したもの（環境省令で定める基準に適合しないも

の） 

廃 石 綿 等 

・建築物から除去された飛散性の吹き付け石綿 

・建築物から除去された石綿を含む保温材（石綿保温材，けいそう土保温材及び

パーライト保温材並びにこれと同等以上に飛散性のある保温材，断熱材及び耐

火被覆材） 

・石綿建材除去工事において用いられ，廃棄されたプラスチックシート，防じん

マスク，作業衣その他の用具又は器具で，石綿が付着しているおそれのあるも

の 

・大気汚染防止法第 2 条第 11 項に規定する特定粉じん発生施設を有する事業

場の集じん装置で集められた飛散性の石綿など 

そ の 他 

燃え殻，汚泥，廃油，廃酸，廃アルカリ，鉱さい，ばいじん又は表 1 の 20 に掲

げる産業廃棄物のうち，政令で定められた特定施設等から排出されるものであっ

て，有害物質（※）について，環境省令で定める基準に適合しないもの 

（※）アルキル水銀化合物，水銀又はその化合物，カドミウム又はその化合物，

鉛又はその化合物，有機燐化合物，六価クロム化合物，砒素又はその化合

物，シアン化合物，PCB ，トリクロロエチレン，テトラクロロエチレン，

ジクロロメタン，四塩化炭素，1 ・2 －ジクロロエタン，1 ・1 －ジクロロ

エチレン，シス－1 ・2 －ジクロロエチレン，1 ・1 ・1 －トリクロロエタ

ン，1 ・1 ・2 －トリクロロエタン，1 ・3 －ジクロロプロペン，チウラム，

シマジン，チオベンカルブ，ベンゼン，セレン又はその化合物，1・4 －ジ

オキサン，ダイオキシン類 

ば い じ ん 

・輸入廃棄物の焼却に伴って排出され，集じん施設で集められたもの及び当該ば

いじんを処分するために処理したもので環境省令で定める基準に適合しない

もの 

・集じん施設によって集められたものであって輸入廃棄物であるもの 
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ダ イ オ キ シ ン 類 

ダイオキシン類対策特別措置法第 2 条第 2 項に規定される特定施設（廃棄物焼

却炉）における輸入廃棄物の焼却に伴って生じたものであって，ダイオキシン類

を 1 グラムにつき 3 ナノグラムを超えて含む燃え殻，ばいじん及び汚泥（汚泥

については、廃ガス洗浄施設を有する工場又は事業場において生じたもの） 

 

事業活動により排出された廃棄物であって、産業廃棄物に該当しないものは事業系一般廃棄物となります。処理に

ついては市町村の環境部局にお尋ねください。 

 

（４）委託処理     

   事業者処理責任の原則を補完する方法として，事業者が自ら処理できないときには，委託基準に

従って，県知事等の許可を受けた産業廃棄物処理業者（収集運搬業者及び処分業者）にその事業の

範囲に含まれる産業廃棄物の処理を委託できる。 

 

【委託の形態】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）産業廃棄物処理施設等       

産業廃棄物処理施設又は一般廃棄物処理施設を設置（構造又は規模の変更を含む。）しようとする

者は，県知事等の許可を受ける必要がある。 

 

 

（６）相談窓口 

岡山市の区域：岡山市環境局環境部産業廃棄物対策課  

倉敷市の区域：倉敷市環境局資源循環部廃棄物対策課  

その他の区域：備前県民局地域政策部環境課 

備中県民局地域政策部環境課          

美作県民局地域政策部環境課 
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８ 環境法令手続調査と環境保全協定 

県営団地（岡山市及び倉敷市内の団地を除く）では，スムーズな工場建設のため，企業から工場建

設計画を事前に提出いただき，環境関係法令に基づく手続きを確認し，工事着工前に企業に伝える環

境法令手続調査を実施している。 

調査結果を踏まえ，企業は市町村と協議のうえ，必要に応じ環境保全に関する協定を締結する。 

なお，岡山リサーチパーク（岡山市）及び玉島ハーバーアイランド（倉敷市）は，各市の取り扱い

による。 

また，市町村営団地等団地及び民有地へ立地する場合は，各市町村の取り扱いによる。 

     

 

（１）工場建設・環境保全計画書 

   スムーズな工場建設のため，企業の事業概要等を事前に把握し，環境法令に基づく必要な手続き

を企業に伝達するため，次の書類を岡山県企業誘致・投資促進課へ１部提出する。 

 

・工場建設計画・環境保全計画書 

＜記載項目＞ 

事業内容 

敷地面積 

工場建設計画 

主たる設備 

作業工程図 

使用する原材料等 

廃棄物対策の概要 

緑化 

光害 等 
 

 

（２）環境保全対策の聴取 

必要があると認めるときは，環境保全対策等について企業から聴取を行う。 

 

 

（３）環境保全協定の締結 

① 環境法令手続調査を踏まえ，協定の締結の必要性等について，企業と市町村で協議 

② 協定締結 

③ 工場建設着手 

 
 

 

 

 

 

─ ⌐╟╡⁸ ⌐

∆╢ ⅝╩⅔ ╠∑⇔╕∆⁹ 
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Ⅲ 工場立地に係る優遇制度等 

 

１ 補助金 

https://yappari-okayama.com/wp/wp-content/uploads/2025/04/subsidiary-aid.pdf 
 

（１）岡山県大型投資・拠点化促進補助金 
 

 

 

 

  

╩ ↑╢ │⁸ ─ ╕≢⌐  

∆╢↓≤⅜ ≢∆⁹ 

https://yappari-okayama.com/wp/wp-content/uploads/2025/04/subsidiary-aid.pdf
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（２）新企業立地促進補助金 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）新物流施設誘致促進補助金 
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（４）本社機能移転促進補助金，本社機能移転に係る社宅借上げ支援補助金 

 
 

 

（５）支店等新規開設促進補助金 
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（６）再投資サポート補助金 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

│ ⇔√ ╩↔ ⇔⁸ ╩◘ⱳכ♩

⇔╕∆⁹ ─ ╙№╡╕∆⁹ 
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（７）市町村の奨励金等 
    令和７年４月現在 

 

 

 

  

市 町 村 関連ホームページアドレス 

岡 山 市 https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000017691.html  

倉 敷 市 
https://www.city.kurashiki.okayama.jp/business/industry/1012624/100554

8/1011441.html  

津 山 市 
https://www.city.tsuyama.lg.jp/article?articleId=65b3958c319ffe392a8068

74  

玉 野 市 https://www.city.tamano.lg.jp/soshiki/16/34538.html  

笠 岡 市 http://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/31/  

井 原 市 https://www.city.ibara.okayama.jp/soshiki/22/1239.html  

総 社 市 
http://www.city.soja.okayama.jp/kigyouyuutisyoukoushinkou/sangyo_machi/k

igyouyuuti/kigyouyuuti.html  

高 梁 市 https://www.city.takahashi.lg.jp/soshiki/22/  

新 見 市 https://www.city.niimi.okayama.jp/business/business_detail/index/32.html  

備 前 市 https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/19/713.html  

瀬 戸 内 市 h ttps://www.city.setouchi.lg.jp/life/4/17/73/  

赤 磐 市 http s://www.city.akaiwa.lg.jp/jigyousya/kigyou/index.html  

真 庭 市 https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/40/2143.html  

美 作 市 
https://www.city.mimasaka.lg.jp/soshiki/sangyo/shoko/shoko_seisaku/index.

html  

浅 口 市 http://www.city.asakuchi. lg.jp/page/7075.html  

和 気 町 https://www.town.wake.lg.jp/soshiki/sangyoshinko/gyomu/5/1/50.html  

早 島 町 
https://www.town.hayashima.lg.jp/soshiki/machizukuri_kikaku/gyomu/kigyo_

shien/2062.html  

里 庄 町 https://www.town.satosho.okayama.jp/soshiki/3/1320.html  

矢 掛 町 http://www.town.yakage.okayama.jp/life/  

新 庄 村 http://www.vill.shinjo.okayama.jp/  

鏡 野 町 https://www.town.kagamino.lg.jp/soshiki/22/1775.html  

勝 央 町 https://www.town.shoo.lg.jp/life/4/14/67/   

奈 義 町 
http://www.town.nagi.okayama.jp/gyousei/nourin_jigyousha/kaihatsu_tochitorihik

i/tochitorihiki/higashiyamakougyoudanchi_bunjou.html  

西 粟 倉 村 http://www.vill.nishiawakura.okayama.jp/  

久 米 南 町 https://www.town.kumenan.lg.jp/  

美 咲 町 https://www.town.misaki.okayama.jp/  

吉 備 中 央 町 http://www.town.kibichuo.lg.jp/soshiki/25/93.html  

http://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/31/
http://www.city.soja.okayama.jp/kigyouyuutisyoukoushinkou/sangyo_machi/kigyouyuuti/kigyouyuuti.html
http://www.city.soja.okayama.jp/kigyouyuutisyoukoushinkou/sangyo_machi/kigyouyuuti/kigyouyuuti.html
https://www.city.niimi.okayama.jp/business/business_detail/index/32.html
https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/19/713.html
https://www.city.setouchi.lg.jp/life/4/17/73/
https://www.city.akaiwa.lg.jp/jigyousya/kigyou/index.html
https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/40/2143.html
http://www.city.asakuchi.lg.jp/page/7075.html
https://www.town.satosho.okayama.jp/soshiki/3/1320.html
http://www.town.yakage.okayama.jp/life/
http://www.vill.shinjo.okayama.jp/
https://www.town.kagamino.lg.jp/soshiki/22/1775.html
http://www.town.nagi.okayama.jp/gyousei/nourin_jigyousha/kaihatsu_tochitorihiki/tochitorihiki/higashiyamakougyoudanchi_bunjou.html
http://www.town.nagi.okayama.jp/gyousei/nourin_jigyousha/kaihatsu_tochitorihiki/tochitorihiki/higashiyamakougyoudanchi_bunjou.html
http://www.vill.nishiawakura.okayama.jp/
https://www.town.kumenan.lg.jp/
http://www.town.kibichuo.lg.jp/soshiki/25/93.html
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２ 税の優遇措置  

（１）地域未来投資促進法（地域未来投資促進税制等） 

地域未来投資促進法：https://www.pref.okayama.jp/page/656213.html  

 

① 制度の概要  

地域の特性を生かして高い付加価値を創出し，地域の事業者に対する相当の経済波及効果を及ぼ

すような事業を実施する事業者等を支援するもの。 

事業者が，同法による支援措置を受けようとする場合，県・市町村が作成した基本計画を踏まえ，

「地域経済牽引事業計画」を提出し，県知事等の承認を受けると，一定の要件の下で，法人税の設

備投資減税措置などを受けることができる。 

 

② 申請手続 

支援措置を受けようとする事業者は，「地域経済牽引事業計画」を作成し，着工前までに県等の承

認を受ける。 

承認を受けるためには，次に掲げる要件１～３を全て満たす必要がある。 

 

【要件１】 地域の特性を活用すること（1 〜10 のいずれか） 

１ 自動車，医療・福祉機器，航空機，新素材等及びその関連分野の産業の集積を活用した成長も

のづくり分野 

２ 繊維衣服，耐火物，ステンレス加工，ＣLT 等及びその関連分野の産業の集積を活用した成長も

のづくり分野 

 ３ 岡山後楽園，倉敷美観地区，蒜山高原等の観光資源を活用した観光分野 

 ４ 桃，和牛肉等の特産物を活用した農林水産・地域商社分野 

 ５ 大学等のＩＴ人材を活用したデジタル分野 

 ６ 地域づくりの知見を活用したスポーツ・文化・まちづくり分野 

 ７ 医療，教育等の専門人材を活用したヘルスケア・教育サービス分野 

 ８ 広域交通網のクロスポイントのインフラを活用した農林水産・地域商社分野 

 ９ 広域交通網のクロスポイントのインフラを活用した物流分野 

10  豊富な森林資源や長い日照時間等の自然環境を活用した環境・エネルギー分野 

【要件２】 い付加価値を創出すること 

付加価値増加分が５，０２２万円を上回ること。 

【要件３】地域の事業者に対し、いずれかの経済的効果が 込まれること 

１ 地域の事業者との取引額が開始年度比で７％以上増加 

２ 地域の事業者の売上げが開始年度比で７％以上増加 

３ 地域の事業者の雇用者数が開始年度比で３％以上増加 

４ 地域の事業者の雇用者給与等支給額が開始年度比で４％以上増加 

 

 

③ 承認した地域経済牽引事業に対する設備投資への減税措置 

   

課税の特例措置を受けるためには，着工前に県による事業計画の承認を受け，取得前に国による

事業の先進性等の確認を受ける必要があります。 

    

（国の承認の要件） 

① 先進性評価委員会により，先進性を有すると認められること 

② 労働生産性の伸び率４％以上，又は投資収益率５％以上であること 

③ 設備投資額が１億円以上であること 

https://www.pref.okayama.jp/page/656213.html
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④ 設備投資額が前年度減価償却費（※）の 2 ５%以上であること 

（※）対象事業者が連結会社の場合にあっては，同一の連結の範囲に含まれる他の全ての会社の減

価償却費を合算すること。対象事業者について，外国法人等が 50 ％を超える議決権を有する

場合，当該外国法人等の前事業年度減価償却費の額の合計額を加えた金額ベース 

⑤ 対象事業の売上高伸び率がゼロを上回り，かつ過去 5 年度の対象事業に係る市場規模の伸び率 

より 5% 以上高いこと 

⑥ 旧計画が終了しており，その労働生産性伸び率４％以上，かつ投資収益率５％以上であること 

＜上乗せＡⅠ・ＡⅡ・ＡⅢ要件＞ 下記⑦及び⑧を満たす必要があります。 

⑦ 労働生産性の伸び率５％以上（中小企業は４％），かつ投資収益率５％以上であること 

⑧ 次のⅠ，Ⅱ，Ⅲのいずれかを満たすこと 

Ⅰ 直近事業年度の付加価値額増加率８％以上，かつ承認地域経済牽引事業で１億円以上の付加 

価値額を創出すること 

Ⅱ 直近２事業年度の平均付加価値額 50 億円以上，かつ３億円以上の付加価値額を創出すること 

Ⅲ 地域経済の成長と発展に資する業種に該当する事業であって，設備投資額が 10 億円以上， 

かつ１億円以上の付加価値額を創出すること 

＜上乗せＢ要件＞上乗せ（ＡⅠ＋ＡⅡ）に加え，下記⑨を満たす必要があります。 

⑨ 経営力の確認を受けた，産業競争力強化法第３４条の２第１項に規定する特定中堅企業であっ 

て「パートナーシップ構築宣言」の登録を受けており，かつ設備投資額 10 億円以上であること 

 

※適用要件はそれぞれ異なるため，下記相談窓口にご確認ください。 

 

④ 相談窓口 

   地域経済牽引事業計画の承認申請：岡山県産業労働部企業誘致・投資促進課 

課税の特例に係る確認（先進性等の確認）申請：中国経済産業局 

法人税等：税務署 

不動産取得税：岡山県総務部税務課 

固定資産税：該当の市町村固定資産税担当課 

税 目 減 税 措 置 

法人税等 

 承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備を構成する法人税法施行令

第１３条各号等に掲げる資産の取得価格の合計額が１億円以上のものを新増設して

用に供した場合，下表の特別償却又は税額控除の選択適用ができる。 

対象設備 特別償却 税額控除 

機械装置・器具備品 ３５％ ４％ 

 上乗せA Ⅲ 上乗せA Ⅰ・A Ⅱ 
５０％ 

５％ 

 上乗せB ６％ 

建物・附属設備・構築物 ２０％ ２％ 

※ 対象資産の取得価格の合計額のうち、本税制の支援対象となる金額は80 億円

が限度となります。 

※ 特別償却は、限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌

事業年度に繰り越すことができます。 

※ 税額控除は、その事業年度の法人税額又は所得税額の 20% までが上限となり

ます。 

不動産取得税 

承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備を構成する一定のものの取

得価格の合計額が１億円超（ただし，農林漁業関連の場合 5 千万円超）のものを取

得して用に供した場合，一定の算式により不動産取得税を課税免除する。 

固定資産税 

承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備を構成する一定のものの取

得価格の合計額が１億円超（ただし，農林漁業関連の場合 5 千万円超）のものを取

得して用に供した場合，一定の算式により固定資産税（3 年間）を課税免除する。 

※該当の市町村が条例を定めている場合に限る。 
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（２）過疎地域及び離島地域 

① 県内市町村の地域指定の状況 

 

過疎地域：過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による「過疎地域」 

離島地域：離島振興法による「離島地域」 

 

市 町 村 過疎地域 離島地域 

岡 山 市 旧建部町（特定市町村） 犬島地域 

倉 敷 市  児島諸島地域 

津 山 市 
旧加茂町，旧阿波村， 

旧勝北町，旧久米町 
 

玉 野 市  石島地域 

笠 岡 市  笠岡諸島地域 

井 原 市 
全域（税の優遇措置は旧

美星町，旧芳井町） 
 

総 社 市   

高 梁 市 全域  

新 見 市 全域  

備 前 市 全域 
日生諸島地域（過疎税制

が適用される） 

瀬 戸 内 市 旧牛窓町 
前島地域（過疎税制が適

用される） 

赤 磐 市 旧赤坂町，旧吉井町  

真 庭 市 全域  

美 作 市 全域  

浅 口 市 旧寄島町  

和 気 町 全域  

早 島 町   

里 庄 町   

矢 掛 町 全域  

新 庄 村 全域  

鏡 野 町 全域  

勝 央 町   

奈 義 町 全域  

西 粟 倉 村 全域  

久 米 南 町 全域  

美 咲 町 全域  

吉 備 中 央 町 全域  

 

 

 

 

 

 

 

 

⁸ ≢│⁸ ─ ╩ 
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② 過疎地域 

 

 

③ 離島地域 

 

④ 相談窓口 

   法人税等：税務署 

事業税・不動産取得税：岡山県総務部税務課 

   固定資産税：該当の市町村固定資産税担当課 

対象事業 製造業，旅館業，農林水産物等販売業，情報サービス業等 

取得要件 

・製造業・旅館業 

資本金規模 5,000 万円以下 
5,000 万円超 

1 億円以下 
1 億円超 

取得価格要件 500 万円以上の取得等 
1,000 万円以上の 
新増設に係る取得等 

2,000 万円以上の 
新増設に係る取得等 

※適用除外事業者及び通算適用除外事業者は、取得価格要件は 2,000 万円以上 

※通算法人は、他の通算法人の資本金規模も判定要件に含む。 

・農林水産物等販売・情報サービス業等：500 円万以上の取得等（資本金 5,000

万円超えは新増設に係る取得等） 

法人税等 

対象事業のために用いる設備を取得等（中小規模法人以外は新増設に係る取得

等）し，用に供した場合，５事業年度において，普通償却限度額に割増償却割合を

乗じて計算した金額の割増償却ができる。 

・割増償却割合：建物及び付属設備並びに構築物 48 /100  

       機械及び装置  32 /100   

事業税 

不動産取得税 

対象事業のために用いる設備を取得等（資本金 5,000 万円超えの法人は新増設に

係る取得等）し，用に供した場合，一定の算式により次のものを課税免除する。 

・事業税（3 事業年度） 

・不動産取得税 

固定資産税 

対象事業のために用いる設備を取得等し，用に供した場合，一定の算式により固

定資産税（3 年間）を課税免除する。 

※該当の市町村が条例を定めている場合に限る。 

対象事業 製造業，旅館業，農林水産物等販売業，情報サービス業等 

取得要件 

・製造業・旅館業 

資本金規模 5,000 万円以下 
5,000 万円超 

1 億円以下 
1 億円超 

取得価格要件 
500 万円以上の 

新増設に係る取得等 
1,000 万円以上の 
新増設に係る取得等 

2,000 万円以上の 
新増設に係る取得等 

※適用除外事業者及び通算適用除外事業者は、取得価格要件は 2,000 万円以上 

※通算法人は、他の通算法人の資本金規模も判定要件に含む。 

・農林水産物等販売・情報サービス業等：500 万円以上の新増設に係る取得等 

法人税等 

対象事業のために用いる設備を取得等（中小規模法人以外は新増設に係る取得

等）し，用に供した場合，５事業年度において，普通償却限度額に割増償却割合を

乗じて計算した金額の割増償却ができる。 

・割増償却割合：建物及び付属設備並びに構築物 48 /100  

       機械及び装置  32 /100   

事業税 

不動産取得税 

対象事業のために用いる設備を新増設に係る取得等し，用に供した場合，一定の

算式により次のものを課税免除する。 

・事業税（3 事業年度） 

・不動産取得税 

固定資産税 

対象事業のために用いる設備を取得等し，用に供した場合，一定の算式により固

定資産税（3 年間）を課税免除する。 

※該当の市町村が条例を定めている場合に限る。 
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（３）立地企業に対する固定資産税 

※適用基準，対象設備など詳細は市町村まで問い合わせのこと 

市 町 村 区 分 
適用基準 

措 置 
投下固定資本額、その他 

岡 山 市 

過疎地域（旧建部町地域） 500 ～2,000 万円以上(資本金規模による) 課税免除（3 年間） 

地域未来投資促進法 

１億円超（農林漁業は５千万円超） 

※対象事業で創出される付加価値が３億円

以上、かつ事業を実施する企業の前事業年度

の平均付加価値額が５０億円以上 

課税免除（３年間） 

倉 敷 市 -    

津 山 市 
過疎地域（市内一部地域） 500 ～2,000 万円以上(資本金規模による) 課税免除（3 年間） 

地域未来投資促進法 １億円超（農林漁業関連の場合 5 千万円超）  課税免除（3 年間） 

玉 野 市 地域未来投資促進法 １億円超（農林漁業関連の場合 5 千万円超）  課税免除（3 年間） 

笠 岡 市 
離島振興地域 150 万円以上 課税免除（3 年間） 

地域未来投資促進法 １億円超（農林漁業関連の場合 5 千万円超）  課税免除（3 年間） 

井 原 市 

産業振興促進区域（旧美星

町・旧芳井町地域） 
500 ～2,000 万円以上(資本金規模による) 課税免除（3 年間） 

地域未来投資促進法 １億円超（農林漁業関連の場合 5 千万円超）  課税免除（3 年間） 

総 社 市 -    

高 梁 市 
過疎地域 500 ～2,000 万円以上(資本金規模による) 課税免除（3 年間） 

地域未来投資促進法 １億円超（農林漁業関連の場合 5 千万円超）  課税免除（3 年間） 

新 見 市 
過疎地域 500 ～2,000 万円以上(資本金規模による) 

課税免除（初年～3 年間） 

1/2 免除（４・５年目） 

地域未来投資促進法 １億円超（農林漁業関連の場合 5 千万円超）  課税免除（3 年間） 

備 前 市 
過疎地域 500 ～2,000 万円以上(資本金規模による) 課税免除（3 年間） 

地域未来投資促進法 １億円超（農林漁業関連の場合 5 千万円超）  課税免除（3 年間） 

瀬戸内市 
過疎地域（旧牛窓町地域） 500 ～2,000 万円以上(資本金規模による) 課税免除（3 年間） 

地域未来投資促進法 １億円超（農林漁業関連の場合 5 千万円超）  課税免除（3 年間） 

赤 磐 市 

過疎地域（旧赤坂町・旧吉

井町地域） 
500 ～2,000 万円以上(資本金規模による) 課税免除（3 年間） 

地域未来投資促進法 １億円超（農林漁業関連の場合 5 千万円超）  課税免除（3 年間） 

真 庭 市 

過疎地域 500 ～2,000 万円以上(資本金規模による) 課税免除（3 年間） 

地域未来投資促進法 １億円超（農林漁業関連の場合 5 千万円超）  課税免除（3 年間） 

真庭市雇用の安定・創出と地

域経済の活性化を図るための企業

の立地促進及び育成に関する条例 

2,500 万円以上（常用雇用者数が増加） 課税免除（3 年間） 

美 作 市 

過疎地域 500 ～2,000 万円以上(資本金規模による) 課税免除（3 年間） 

美作市企業立地促進固定資

産税相当額補助金交付要綱 
2 億円以上（中小企業１億円以上） 税額相当額を補助（3 年間） 

浅 口 市 
過疎地域（旧寄島町地域） 500 ～2,000 万円以上(資本金規模による) 課税免除（3 年間） 

地域未来投資促進法 １億円超（農林漁関連の場合 5 千万円超）  課税免除（3 年間） 

和 気 町 
過疎地域 500 ～2,000 万円以上(資本金規模による) 課税免除（3 年間） 

地域未来投資促進法 １億円超（農林漁業関連の場合 5 千万円超）  課税免除（3 年間） 

早 島 町 -    

里 庄 町 地域未来投資促進法 １億円超（農林漁業関連の場合 5 千万円超）  課税免除（3 年間） 

矢 掛 町 
過疎地域 500 ～2,000 万円以上(資本金規模による) 課税免除（3 年間） 

地域未来投資促進法 １億円超（農林漁業関連の場合 5 千万円超）  課税免除（3 年間） 

新 庄 村 

指定工場（新庄村工場誘致

奨励条例）  
1,000 万円以上（新規常用雇用 5 人以上） 課税免除（3 年間） 

過疎地域 500 ～2,000 万円以上(資本金規模による) 課税免除（３年間） 

鏡 野 町 過疎地域 500 ～2,000 万円以上(資本金規模による) 課税免除（3 年間） 

勝 央 町 地域未来投資促進法 １億円超（農林漁業関連の場合 5 千万円超）  課税免除（3 年間） 
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奈 義 町 過疎地域 500 ～2,000 万円以上(資本金規模による) 課税免除（3 年間） 

西粟倉村 過疎地域 500 ～2,000 万円以上(資本金規模による) 課税免除（3 年間） 

久米南町 過疎地域 500 ～2,000 万円以上(資本金規模による) 課税免除（3 年間） 

美 咲 町 
過疎地域 500 ～2,000 万円以上(資本金規模による) 課税免除（3 年間） 

地域未来投資促進法  １億円超（農林漁業関連の場合 5 千万円超）  課税免除（3 年間） 

吉備中央町 
過疎地域 500 ～2,000 万円以上(資本金規模による) 課税免除（3 年間） 

地域未来投資促進法 １億円超（農林漁業関連の場合 5 千万円超）  課税免除（3 年間） 

 

 

（４）地方拠点強化税制（オフィス減税・雇用促進税制） 

地方拠点強化税制：https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/sakusei.html  

 

ᵑ 概要 

区 分 地方において本社機能を拡充（拡充型） 
東京23 区から地方に本社機能を移転 

（移転型） 

地方活力向上

地域特定業務

施設整備計画

（知事認定） 

■認定要件 

・本社機能（特定業務施設）の新設、増

設、賃貸借や用途変更による整備 

・本社機能（特定業務施設）で常時雇用従

業員増加数が5 人（中小1 人）以上 

 

 

■対象施設 

・事務所，研究所，研修所，工場内の研究

開発施設 

・上記施設の「新設」に併せて整備される

子育て支援施設（※オフィス減税、不動

産取得税） 

■認定要件 

同左＋従業員増加数に関する以下の転勤

者要件 

①過半数が東京23 区からの転勤者 

又は 

②初年度に増加させる従業員の過半数、か

つ、計画期間を通じて増加させる従業員

の4 分の1 以上が東京23 区からの転勤者 

■対象施設 

同左 

法人税等 

オ
フ
ィ
ス
減
税 

 

一定の要件を満たした場合には，オフィ

スに係る建物等の取得価額に対し，税額控

除4 ％又は特別償却15 ％ 

措置対象：建物，建物附属設備，構築物 

取得価額要件：3,500 万円以上（中小事業

者，中小企業者（適用除外事業者又は通算

適用事業者を除く。）1,000 万円以上） 

 

一定の要件を満たした場合には，オフィ

スに係る建物等の取得価額に対し，税額控

除7 ％又は特別償却25 ％ 

措置対象：同左 

取得価額要件：同左 

雇

用

促

進

税

制 

一定の要件を満たした場合には，増加雇

用者１人当たり最大３0 万円の税額控除が

できる場合があります。 

一定の要件を満たした場合には，増加雇

用者１人当たり最大90 万円の税額控除が

できる場合があります。 

事業税 

不動産取得税 

 

適用要件を満たす設備を取得等し，用に供

した場合，当該施設に係る不動産取得税の

税率を標準税率の 1/ 10 とする。 

 

■適用要件  

特定業務施設の用に供する減価償却資産の

合計額が 3,800 万円以上。ただし，中小事

業者，中小企業者及び中小通算法人につい

ては，1,900 万円以上。 

 

適用要件を満たす設備を取得等し，用に供

した場合，一定の算式により次のものを課

税免除する。 

 

事業税（３事業年度） 

不動産取得税 

 

■適用要件 

同左 

https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/sakusei.html
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② 相談窓口 

地方活力向上地域特定業務施設整備計画：岡山県産業労働部企業誘致・投資促進課 

法人税等：税務署 

事業税・不動産取得税：岡山県総務部税務課 

   固定資産税：該当の市町村固定資産税担当課 

 

 

３ 県営産業団地の分譲手続 

（１）分譲までの手順 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）分譲方法 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

※金利等は見直す場合あり。 

固定資産税 

不均一課税 

１年目 ゼロ 

２年目 標準税率×1/3 

３年目 標準税率×2/3 

      ※市町村条例の定めによる。 

不均一課税 

１年目 ゼロ 

２年目 標準税率×1/4 

３年目 標準税率×1/2 

※市町村条例の定めによる。 

分譲依頼書の提出

内定通知（内定期間は１年間）

買受申請書の提出

不動産鑑定（分譲価格の決定）

岡山県公有財産審議会に諮問

地元説明会

プレスリリース

県議会の議決（予定価格７千万円以上かつ

面積２ha 以上の場合に限る）

立地協定締結・売買契約締結

契約代金納付（売買締結締結後，30 日以内）

登記・土地引渡

補助金認定申請（工事着手30 日前まで）

工場等の工事着手
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４ 工業用水の利用 

 

（１）工業用水の概要 

工業用水とは製造業等（物品の加工修理を含む）に使用するための水で，工業の生産過程におい

て直接使用する他に，原料容器の洗浄，工場内部の清掃，その他雑用にも使用できる。 

 

（２）岡山県企業局工業用水道事業の概要 

工業用水：http s://www.pref.okayama.jp/site/14/list106 - 534.html  
 

地 区 名 水  島 笠  岡 勝  央 

給水能力 708,000 ／日 49,700 ／日 4,200 ／日 

給水区域 
倉敷市 

（水島地区・児島地区） 
笠岡市，里庄町 

勝田郡勝央町 
（勝央工業団地） 

料  金 
（税抜） 

 基本料金 
20. 50 ～44.46 円/  

基本料金 
2 8 .49 ～45.00 円/  

基本料金 
35.00 円/  

※詳細についてはお問い合わせください。 

 

（３）市町営工業用水道事業の概要 
 

地 区 名 
岡 山 市 

（岡山工業用水道） 

岡 山 市 
（御津工業用水道） 

津 山 市 

給水能力    25 ,000 ／日    3,000 ／日    1,400 ／日 

給水区域 
岡山市（旭川以西，笹ケ瀬

川以東の一部区域） 
岡山市（御津工業団地 

河内工業団地等） 
津山市くめ 

（久米産業団地） 

料  金 
（税抜） 

基本料金 ２５円/ ㎡ 
超過料金 ５０円/ ㎡ 

基本料金 ４５円/  

超過料金 ９０円/  
基本料金 ４９円/  

超過料金 ９０円/  

 

地 区 名 井 原 市 総 社 市 奈 義 町 

給水能力     4 ,2 00 ／日     2 ,000 ／日    1,500 ／日 

給水区域 
井原市（木之子工業団地 

高月工業団地） 
総社市 

（久代地区） 
奈義町 

（東山工業団地） 

料  金 
（税抜） 

基本料金 ４５円/  

超過料金 ７０円/  
基本料金 ４５円/  
超過料金 ７０円/  

基本料金 37 円/  
超過料金 7 ３円/  

 

（４）費用の負担 

新たに配水管の設置が必要となる場合は，別に定める基準によりその設置に要する費用の全

部又は一部をその配水管の設置によって利益を受ける使用者が負担する。 

 

（５）相談窓口 

岡山県企業局総務企画課経営推進室 

岡山市水道局総務部営業課 

津山市産業経済部企業立地課 

井原市水道部上水道課 

総社市環境水道部上水道課 

奈義町地域整備課 
│ ≢⁸ ⁸ ≤╙⌐

⇔≡™╕∆⁹ ─ ⅜ ™ │⁸

╩↔ ↄ∞↕™⁹ 

https://www.pref.okayama.jp/site/14/list106-534.html

